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【資料１】

「英語力がもたらす経済効果」（抜粋）
https://www.mof.go.jp/pri/
publication/research_paper_staff_
report/staff15.pdf













【資料２】 「総合的な英語力の育成・評価が求められる背景に
ついて」（抜粋）https://www.mext.go.jp/content/
20210216-mxt_daigakuc02-000012828_11.pdf





































【資料３】
中学校・高等学校学習指導要領（抜粋）
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/
education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/
2018/05/07/1384661_5_4.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230120-
mxt_kyoiku02-100002604_03.pdf
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○名古屋学院大学研究倫理規準 

（2019 年 5 月 22 日制定） 

 名古屋学院大学は、キリスト教主義にもとづく「敬神愛人」を建学の精神とした教育

研究機関として、その成果を積極的に社会へ還元してきた。研究機関は人類の健康と福

祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責務を有することを

認識し、研究に携わる者は、常に誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の

維持向上に努める必要がある。また、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り

立つことを認識し、研究費の使用にあたっては、社会的な期待が存在することを常に自

覚しなければならない。さらに研究者は､研究の成果が平和的に利用されるよう常に意

識しなければならない。 
 名古屋学院大学では、ここに研究倫理規準を定め、本学の研究活動がこれからも社会

から信頼を受け続けられるように全力で取り組むことを宣言するものである。 
 

（目的） 

第 1 条 名古屋学院大学は、本学で実施される研究の信頼性と公正性を確保すること

を目的として、研究を遂行するうえで求められる研究者の行動・態度の倫理的規準

を定める。 

（定義） 

第 2 条 この規準における「研究者」とは本学の専任教員に限らず、本学において研

究活動に従事する者すべてを含むものである。大学院学生・学部学生などについて

も、研究に関わる際には「研究者」に準ずる者とみなされる。なお、大学院学生・

学部学生の研究活動については、指導教員が指導・監督の責任を負う。 

2 この規準における「研究費」とは、本学で研究のために直接使用されるすべての経

費をいう。 

（研究者の態度） 

第 3 条 研究者は、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、捏造、改

ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。 

2 研究者は、不正行為防止の教育啓発に継続的に取組み、社会の理解と協力がえられ

るべく努める。 

3 研究者は、生命の尊厳を重んじ、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配

慮し、動物などに対しては、真摯な態度で扱う。

【資料５】
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○研究倫理委員会規程 

（2019 年 5 月 22 日制定） 

（目的） 

第 1 条 名古屋学院大学研究倫理規準（以下「規準」という）の趣旨に則り、研究倫

理に関する事項について審議し、また調査・検証するために、研究倫理委員会（以

下「委員会」という）を設置する。 

（審議事項及び任務） 

第 2 条 委員会は、次の事項について審議する。 

 （1）規準第 13 条に定める本学の責務に関する事項 

 （2）規準の運用、解釈に関する事項 

 （3）規準の改廃に関する事項 

 （4）研究倫理に関する学長の諮問事項 

 （5）その他必要な事項 

2 委員会は、必要があると認められるときには、研究者に対して適切な指導及び助言

を行う。 

3 委員会は、研究者に重大な規準違反行為が認められる場合には、別に定める手続き

に則り、その結果を学長に報告する。 

4 委員会は、研究倫理に関する事項について調査・検証し、必要があるときは学長に

報告又は提案を行う。 

（構成） 

第 3 条 委員会は、委員長、副委員長及び委員によって組織する。 

2 委員長は、学長の指名により任命される。 

3 委員長は、研究倫理委員会の業務を統括する。 

4 副委員長は、委員長の指名によって委員のうちから任命される。 

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、

その職務を行う。 

6 委員は、次の者とする。 

 （1）総合研究所長 

 （2）不正防止計画推進委員会委員長 

 （3）人を対象とする研究倫理委員会委員長 

 （4）医学研究倫理委員会委員長

【資料６】





第 1編 法人  （学校法人名古屋学院大学教員定年規程） 
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○学校法人名古屋学院大学教員定年規程 

(1975 年 2 月 3日 制定) 

第 1 条 本大学に在職する専任教員の定年は、本規程に定めるところによる。 

第 2 条 専任教員の定年は、満 70 才とする。 

第 3 条 定年に達した教員は、定年に達した日の属する学年の末日限り退職する。 

第 4 条 大学長たる教授が定年に達したときは、その職務に従事する間は、在職期間

を延長することができる。 

第 5 条 この規程の所管は、総務課とする。 

第 6 条 この規程の改廃は、常任理事会で行う。 

 

 附則 1 この規程は、昭和 50年 2 月 28 日から施行する。 

 附則 2 昭和 50年 3月 31日現在で定年に達している教員についての経過措置は別途

考慮する。 

 附則 3 この規程は、2019 年 2月 26 日改正、2019 年 2月 26 日から施行する。 

 附則 4 この規程は、2020 年 7月 28 日改正、2020 年 7月 28 日から施行する。 

【資料７】
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